
高知県沿岸漁業等経営育成資金融資要綱の一部改正新旧対照表

新 旧

高知県沿岸漁業等経営育成資金融資要綱

第１条～第４条 （略）

（原資の造成及び県の利子補給）

第５条 （略）

（１）借入額は、借入れを行う日の属する年度に係る県の債務負担行為で定める融資額

以内とする。

（２）、（３） （略）

第６条 （略）

（貸付限度額、貸付期間及び貸付利率）

第７条 この制度の１経営体当たりの貸付限度額は、事業費の 80 パーセント相当額と

別表に定める融資対象事業ごとの貸付限度額のいずれか低い額以内とする。

（削除）

高知県沿岸漁業等経営育成資金融資要綱

第１条～第４条 （略）

（原資の造成及び県の利子補給）

第５条 （略）

（１）借入額は、借入れを行う日の属する年度に係る県の債務負担行為で定める融資額

以内とし、借入時点の前年度の各四半期末融資残高平均（以下「融資残高平均」

という。）を 2.22 で除し、1,000 円未満を切り捨てた額とする。なお、各四半

期末の融資残高に 15 パーセント以上の変動があった場合は、調整を行う。

（２）、（３） （略）

第６条 （略）

（貸付限度額、貸付期間及び貸付利率）

第７条 この制度の１経営体当たりの貸付限度額は、事業費の 80 パーセント相当額と

次の表に定める融資対象事業ごとの貸付限度額のいずれか低い額以内とする。

資金の種類 融資対象事業 貸付限度額

経営安定資金

海 面 養 殖 業 2,000万円

沿 岸 漁 船 漁 業 500万円。ただし、機船曳網漁業にあっては、200万円

定 置 漁 業
1,500万円。ただし、左の漁業を営む会社の設立登記後

３か月以内に借入申込みがあったときは、3,000万円

小 型 定 置 漁 業 1,000万円

内 水 面 養 殖 業 500万円
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２ 各資金の貸付期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、金融機関の指導に基づ

き５年間の妥当な経営計画を策定した者に対する経営安定資金の貸付期間について

は、1 年以内の据置期間を含み、貸付けの日から３年以内の期間とする。

（１） （削除）

（２） （削除）

（削除）

３ 資金の貸付利率は知事が定め、別途通知するものとする。

第８条～13 条（略）

附則 (略)

附則 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

２ 各資金の貸付期間は、次の表のとおりとする。ただし、次に掲げる者に対する経営

安定資金の貸付けの償還期間については、1 年以内の据置期間を含み、貸付けの日か

ら３年以内の期間とする。

（１）会社設立登記後３か月以内に借入申込みを行った定置網漁業経営体

（２）金融機関の指導に基づき５年間の妥当な経営計画を策定した者

３ 各資金の貸付利率は知事が定め、別途通知するものとする。

第８条～13 条（略）

附則 (略)

（新設）

水 産 加 工 業 1,900万円

経営維持資金

中 古 漁 船 の 購 入 3,000万円

中 古 機 関 の 購 入 1,000万円

中 古 機 器 の 購 入 100万円

定期検査に係る費用 2,000万円

資金の種類 貸付対象者 貸付期間 据置期間

経営安定資金

（１）第２条で定める者のうち次に掲げるもの

ア 会社設立登記後３か月以内に借入申込み

を行った定置網漁業経営体

イ 金融機関の指導に基づき５年間の妥当な

経営計画を策定した者

貸付の日から

３年以内
１年以内

（２）第２条で定める者のうち（１）以外のもの
貸付の日から

１年以内
－

経営維持資金 第２条で定める者
貸付の日から

５年以内
２年以内
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別表（第７条関係） （新設）

資金の種類 融資対象事業 貸付限度額
貸付期間

（据置期間）

経営安定資金

海 面 養 殖 業 2,000万円
１年以内

※第７条第

２項ただし

書に該当す

る場合は

３年以内

（１年以内）

沿 岸 漁 船 漁 業
500万円

機船船びき網漁業にあっては、200万円

定 置 漁 業

1,500万円

法人設立登記後３か月以内に借入申込み

があったときは、3,000万円

３年以内

(１年以内)

新たに設立した法人が定置網漁業経営体

から固定資産（漁船、機器、運搬車、事務

所等）や外部出資等を承継する際の資金に

あっては、7,000万円

※法人設立登記後３か月以内に借入申込

みがあったときに限る

５年以内

(２年以内)

小 型 定 置 漁 業 1,000万円
１年以内

※第７条第

２項ただし

書に該当す

る場合は

３年以内

（１年以内）

内 水 面 養 殖 業 500万円

水 産 加 工 業 1,900万円

経営維持資金

中 古 漁 船 の 購 入 3,000万円

５年以内

(２年以内)

中 古 機 関 の 購 入 1,000万円

中 古 機 器 の 購 入 100万円

定期検査に係る費用
2,000 万円

（10 トン以上のかつお一本釣漁業者及び

まぐろはえ縄漁業者は除く）
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別記第１号様式（第８条関係）

第２、３号様式 （略）

借入希望

償還予定

備　考

備　考

【添付書類】
（１）県税の滞納がない旨を証する「納税証明書」又は県税の納税義務がない旨の「申立書」

別記
第１号様式（第８条関係）

高知県沿岸漁業等経営育成資金申込書

　　年　　月　　日

西日本信用漁業協同組合連合会　御中

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（　　　 年 　　　月　 　　日生 　　　歳）

　下記のとおり、沿岸漁業等経営育成資金を借り入れたいので、申し込みます。

物件明細 評価額

１．対象事業等

事　　業　　計　　画 資　　金　　計　　画

区　分 金　額 区　分 金　額

合　計 合　計

２．漁業経営の沿革、現状等

（※会社設立登記後３ヶ月以内の定置漁業経営体が貸付けを申し込む場合は、会社の設立に至った経過・設立総会
の日及び会社設立登記の年月日を記載）

（２）税外未収金債務の滞納がないことの誓約書及び県の事業所管課が税外未収金債務の滞納の有無について
      関係課に照会することに対する同意書（別紙誓約書兼同意書）　
（３）会社設立登記後３ヶ月以内の定置漁業経営体が貸付けを申し込む場合は、登記事項証明書
（４）融資要綱第７条第２項のただし書に該当する者が経営安定資金の貸付けを申し込む場合は、借り入れ
　　　により経営の改善が図られることが分かる貸付後５年間の経営計画
（５）新たに設立した法人（以下、「新法人」という。）が定置網漁業経営体（以下、「大敷組合等」という。）
　　　から固定資産や外部出資等を承継する際の資金にあっては、以下の書類。
　　　・大敷組合等の最終事業年度の貸借対照表及び新法人の設立時の貸借対照表の見込み
　　　・資金使途等事業内容がわかる書類

借入申込
金 額

千円
漁　業
種　類

漁業

担保内容

連　帯
保証人

基　金
保　証

有　　・　　無

別記第１号様式（第８条関係）

第２、３号様式 （略）

借入希望

償還予定

備　考

備　考

【添付書類】
（１）県税の滞納がない旨を証する「納税証明書」又は県税の納税義務がない旨の「申立書」
（２）税外未収金債務の滞納がないことの誓約書及び県の事業所管課が税外未収金債務の滞納
　　　の有無について関係課に照会することに対する同意書（別紙誓約書兼同意書）

別記
第１号様式（第８条関係）

高知県沿岸漁業等経営育成資金申込書

　　年　　月　　日

西日本信用漁業協同組合連合会　御中

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（　　　 年 　　　月　 　　日生 　　　歳）

　下記のとおり、沿岸漁業等経営育成資金を借り入れたいので、申し込みます。

物件明細 評価額

１．対象事業等

事　　業　　計　　画 資　　金　　計　　画

区　分 金　額 区　分 金　額

合　計 合　計

２．漁業経営の沿革、現状等

（※会社設立登記後３ヶ月以内の定置漁業経営体が貸付けを申し込む場合は、会社の設立に至った
経過・設立総会の日及び会社設立登記の年月日を記載）

（３）会社設立登記後３ヶ月以内の定置漁業経営体が貸付けを申し込む場合は、登記事項証明書
（４）償還期間が１年を超える経営安定資金の貸付けを申し込む場合は、借り入れにより経営の
　　　改善が図られることが分かる貸付後５年間の経営計画

借入申込
金 額

千円
漁　業
種　類

漁業

担保内容

連　帯
保証人

基　金
保　証

有　　・　　無


